




インフルエンザとは                              

 インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こります。インフルエンザにかかった

人が咳やくしゃみをすることでウイルスが空気中に広がり、それを吸い込むことで感染します。 

 インフルエンザの症状は、突然の高熱、頭痛、筋肉痛や関節痛、のどの痛みなどで、普通のかぜに比べて全 

身症状が強く、肺炎や脳症等を併発して重症化する場合もあります。 

 

不活化ワクチンについて                            

 不活化ワクチンは、重症化や合併症の発生の予防効果が認められており、概ね 20～60％の発病防止効果があっ

たと報告されています。予防接種を受けてから免疫がつくまでに 2週間程度かかり、その効果は約 5か月とされ

ています。2回を 3～4週あけて接種することが望ましく、最低でも 2週の間隔をあける必要があります。 

 接種に伴う副反応として、接種した部位の赤みの帯び、腫れ、傷み、微熱、寒気、頭痛、全身の倦怠感が見ら

れることがありますが、通常 2～3 日のうちに治ります。重篤な副反応として、発熱、頭痛、けいれん、運動障

害、意識障害の発現や、非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などが現れることがあります。 

 

予防接種による健康被害救済制度について                    

 こどものインフルエンザウイルスワクチンは、任意接種です。予防接種法に基づく定期接種とは異なり、万 

一健康被害が発生した場合、同法の救済対象とならず、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による「医薬品

副作用被害救済制度」の対象となります。 

 

予防接種を受けられないお子様                         

（1） 発熱（37.5℃以上）のあるお子様 

（2） 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子様 

（3） これまでに該当疾病に係る接種液の成分によって、アナフィラキシー（通常接種後 30分以内に起こ

るひどいアレルギー反応のこと）を起こしたことのあるお子様 

（4） その他、予防接種を受けることが不適当な状態にあると医師に判断されたお子様 

 

予防接種を受ける前に                             

（1） お子様の健康状態の良いときに受けましょう。 

（2） 接種予診票の体温以外の全項目に記入し、母子健康手帳と一緒にお持ちください。 

【同意書】 

 インフルエンザの予防接種を受けるにあたっての説明を読み、予防接種の効果や目的、重篤な副反応

発症の可能性及び医薬品副作用被害救済制度などについて理解したうえで、こどもに接種させることに

同意します。 

保護者自署欄                         

住    所                         

緊急の連絡先                         


